
 

別表 2 羽曳野市に「震度５弱」以上の地震が発生した場合 

【通常の平日(学期中)】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※児童は、登下校中の震度は判断できませんので、「身の危険を感じる揺れを感じたら、児童会の近く

なら学童へ、自宅の近くなら自宅へ」という指導を行います。 

ご家庭でもご指導よろしくお願いします。 

【学校休業日（夏休み等）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校登校前 

に発生 
学校が休校     当初より休会 

学童 

学校登校後 

に発生 

 

児童が学校在校中 

児童が学校を下校 

(学童入室後) 

 途中閉会 

→保護者の「速やかなお迎え」 

学童 

    当初より休会 
学童 

集団下校 

途中に発生 

揺れがおさ

まるまで安

全な場所に 

一時避難 

自宅近く 

の場合 

※児童が各自で判断 

自宅へ避難 

※保護者の管理下に戻ります 

児童会近く 

の場合 

  児童会へ避難 

→保護者の「速やかなお迎え」 

学童 

学童登所前 

に発生 

●8:15以前 

  当初より休会 
学童 

●8:15～9:00 

学童登所中 

に発生 

揺れが治ま

るまで安全

な場所に 

一時避難 

 

自宅近く 

の場合 

※児童が各自で判断 

自宅へ避難 

※保護者の管理下に戻ります 

児童会近く 

の場合 

  児童会へ避難 

→保護者の「速やかなお迎え」 

学童 

学童登所後 

に発生 

●9:00以降 

 途中閉会 

→保護者の「速やかなお迎え」 

学童 

※地震発生時は、電話やメールが繋がらない可能性もありますので、緊急メール受信及び 

児童会からの連絡が届かない場合でも、お迎えをお願いします。 

※この対応は、あくまでも原則であり、緊急時には円滑に対応できないことが予想されます。 

※被害状況次第では、震度５弱未満の地震でも、お迎えをお願いする場合があります。 

 

●諸注意 

 


